
第 28回 出雲崎町農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和８年１月 26日（月）午後 16時 00分から午後 17時 00分 

 

２ 開催場所 出雲崎町役場 議員控室 

 

３ 出席委員 農業委員（４人） 会長      ３番 内藤 仁 

会長職務代理者 ２番 諸橋 清隆 

委員      １番 岡田 美由紀 

４番 丸山 百合江 

 

農地利用最適化推進委員（５人）     田口 正明 

加藤 和一 

丸山 国夫 

                           田口 貞夫 

            服部 隆 

 

４ 欠席委員 なし 

 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第１号 農用地利用集積等促進計画案（一括契約）に関する意見について 

第３ 議案第２号 農用地利用集積等促進計画案（受け手の移転）に関する意見について 

第４ 議案第３号 出雲崎町農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

 

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長    内藤 良治 

事務局係長   田口 賢 

 

７ 会議の概要 

 

事 務 局   ただいまから第 28回出雲崎町農業委員会総会を開会いたします。 

   

議  長  本日は全員出席で、総会は成立していますのでこのまま進行いたします。 

   

議  長  それでは、出雲崎町農業委員会会則第 13 条第２項に規定する議事録署名委

員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 



   （異議なし）の声 

 

議  長  それでは、１番 岡田委員、２番 諸橋委員にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の田口係長を指名いたします。 

   

議  長  諸般の報告は特別ございません。 

   

議  長  それでは議案第１号 農用地利用集積等促進計画案（一括契約）に関する意

見について、事務局より説明願います。 

   

事 務 局  それでは議案第１号について説明します。 

本件は中間管理機構を通して新たに契約を締結するものです。町が促進計画

案を作成するにあたり、農業委員会から意見を聴くことが適当であるとされて

おり、町当局から意見聴取の依頼を受けているところです。従いまして、計画

案に対して意見等がなければ、「意見なし・適当」の旨を回答することをお諮

りするものです。 

   

事 務 局  【議案書に基づいて内容を説明】 

   

議  長  ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

   

  （意見、質問なし） 

   

議  長  ご意見、ご質問がないようですので、原案のとおり議案第１号ついて承認す

ることにご異議ございませんか。 

   

  （異議なし）の声 

   

議  長  ご異議がないものと認め、議案第１号について承認します。 

   

議  長  続きまして、議案第２号 農用地利用集積等促進計画案（受け手の移転）に

関する意見について、事務局より説明願います。 

   

事 務 局  議案第２号について説明します。 

中間管理機構に貸し出されている農地について、現受け手から新受け手へ権

利を移転するものです。議案第１号と同様に、町当局から意見聴取の依頼を受

けているところです。従いまして、計画案に対して意見等がなければ、「意見

なし・適当」の旨を回答することをお諮りするものです。 

   



事 務 局  【議案書に基づいて内容を説明】 

   

議  長  ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

   

３  番  現受け手の耕作者は農業法人ファーム天領（新受け手）の構成員か？ 

   

事 務 局   いいえ、構成員ではありません。当該農地の周辺で耕作している新受け手へ

の集積を進めるためのもののようです。 

   

議  長  他にご意見、ご質問はございませんか。 

   

  （意見、質問なし） 

   

議  長  ご意見、ご質問がないようですので、原案のとおり議案第２号ついて承認す

ることにご異議ございませんか。 

   

  （異議なし）の声 

   

議  長  ご異議がないものと認め、議案第２号について承認します。 

   

議  長  続きまして、議案第３号 出雲崎町農業委員会の法令遵守申し合わせ決議に

ついて、事務局より説明願います。 

   

事 務 局  議案第３号について説明します。こちらは綱紀粛正を徹底することを目的に、

毎年最初の総会で決議いただいているものとなります。また、昨年の９月総会

でご説明させていただいたとおり、令和７年度にも農業委員および農業委員会

職員の不祥事が報道され、改めて綱紀粛正の通達が発出されました。 

通達の内容としては、各農業委員会組織において不祥事が発生しないよう毎

年度１回以上「法令遵守の申し合わせ」について決議し、綱紀粛正を徹底して

いただきたいというものであります。申し合わせ内容につきましては、議案書

の最終頁をご覧ください。 

   

議  長  ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見、ご質問はございませんか。 

   

  （意見、質問なし） 

   

議  長  ご意見、ご質問がないようですので、皆様でご唱和いただくことで承認とし

たいと思います。 

   



  【申し合わせ内容を全員で唱和】 

   

議  長  議案第３号は原案のとおり承認といたします。皆様よろしくお願いします。 

   

議  長  以上で、本日の議事は全て終了いたしました。その他の件について、委員か

らご発言あれば挙手をお願いいたします。 

   

  （発言なし） 

   

議  長  では、以上をもちまして出雲崎町農業委員会第 28回総会を閉会いたします。 

 

出雲崎町農業委員会会議規則第 13条第２項の規定により、ここに署名します。 

 

    令和８年１月 26日 

                 議      長                  ㊞ 

 

                議事録署名委員 

           １ 番              ㊞ 

 

議事録署名委員 

２ 番              ㊞    


